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凡 例 

 本報告書で使用する略称等の意味は、以下のとおりである。 

（略称等は、50 音順に記載） 
 
 

略 称 等 概  要 

運用基準 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統

一的な運用を図るための基準」(平成 26 年 10 月 14 日閣議決定、

令和３年６月 11 日最終改正） 

〔巻末 参考資料Ⅰ（5）〕 

ガイドライン 「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成 23 年 4 月 1 日

内閣総理大臣決定、令和４年２月７日全部改正）。公文書管理法

に基づき、政府が各省庁に文書の取扱いについて示す指針。 

行政文書ファイル 行政機関における能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適

切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する行政文書（保

存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合

物にまとめたもの。 

行政文書ファイル

管理簿 

行政機関における行政文書ファイル等の管理を適切に行うため

に、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満

了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の

必要な事項を記載した帳簿。 

行政文書ファイル等 行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書。 

公文書監察室 内閣府公文書監察室。「公文書管理の適正の確保のための取組に

ついて」（平成 30 年７月 20 日行政文書の管理の在り方等に関す

る閣僚会議）において、独立公文書管理監を局長級に格上げ

し、各府省における行政文書の管理状況について常時監視する

などの一般の行政文書のチェック機能を追加することとされた

ことにあわせ、平成 30 年９月３日、同管理監の下に設置され

た。 

公文書管理法 「公文書等の管理に関する法律」(平成 21 年法律第 66 号) 

国会報告 「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に

関する報告」。政府は特定秘密保護法第 19 条の規定に基づき、

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施状況につい

て、毎年１回、有識者の意見を付して国会に報告するものとさ

れている。              〔巻末 参考資料Ⅲ〕 
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略 称 等 概  要 

指定管理簿 特定秘密指定管理簿。個々の特定秘密について、施行令第３条

第１号から第５号までに掲げる事項、指定の整理番号及び当該

指定に係る特定秘密の保護に関する業務を管理する特定秘密管

理者の官職を一覧できるように記載し、又は記録するものとさ

れている。（運用基準Ⅱ３(5)） 

当審査会は、各年末時点において行政機関の長が保存する特

定秘密指定管理簿を取りまとめた「特定秘密指定管理簿綴り」

の提出を受けている。 

なお、特定秘密指定管理簿綴りには、整理上、行政機関名、

識別番号及びページ番号が便宜的に加えられている。 

識別番号は、例えば国家安全保障会議であれば「安－１」の

ように記載し、冒頭の略称は以下の行政機関を示している。 

安＝国家安全保障会議、官＝内閣官房、警＝警察庁、総＝総

務省、法＝法務省、出＝出入国在留管理庁、公＝公安調査

庁、外＝外務省、経＝経済産業省、海＝海上保安庁、防＝防

衛省、装＝防衛装備庁 

指定行政機関 特定秘密保護法第３条第１項本文に規定する特定秘密の指定権

限を有する行政機関。 

指定書 特定秘密指定書。行政機関の長は、特定秘密を指定する際に

は、書面又は電磁的記録により、当該指定に係る情報を他の情

報と区別することができるように記述するとともに、当該情報

の指定の理由を記すものとされている。（運用基準Ⅱ３(2)） 

情報保全監察室 内閣府情報保全監察室。独立公文書管理監の職務を助け、特定

秘密保護法附則第９条に規定する独立した公正な立場におい

て、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除並びに特

定秘密である情報を記録する行政文書の管理の適正を確保する

ための検証、監察その他の措置に関する事務（大臣官房公文書

管理課及び公文書監察室の所掌に属するものを除く。）を行う。 

情報保全諮問会議 「我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有す

る情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する

者」（特定秘密保護法第 18 条第２項）として、内閣総理大臣が

委嘱する者により構成し、同大臣の下に開催する会議。特定秘

密保護法第３条第１項、第 18 条第２項及び第３項並びに附則第 

３条の規定に基づく意見のほか、特定秘密保護法の適正な運用

を図るために必要な意見を、内閣総理大臣に対して述べる。 

適合事業者 物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護の

ために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める

基準に適合するもの。（特定秘密保護法第５条第４項） 
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略 称 等 概  要 

特定行政文書ファ

イル等 

行政文書ファイル管理簿に記載された行政文書ファイル等のう

ち特定秘密である情報を記録するもの。（運用基準Ⅴ１(3)） 

特定秘密 特定秘密保護法第３条第１項では、行政機関の長は、①別表に該

当する事項に関する情報であって、②公になっていないもののう

ち、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそ

れがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密と

して指定するものとしている。 

特定秘密文書 特定秘密が記録された行政文書。 

特定秘密保護法 「特定秘密の保護に関する法律」（平成 25 年法律第 108 号） 

独立公文書管理監 内閣府独立公文書管理監。特定秘密保護法附則第９条の規定に

基づき、特定秘密保護法の適正な運用を確保するため、独立し

た公正な立場から検証・監察を行う機関が必要との認識の下、

その設置等の検討が進められた結果、同法の施行日に、内閣府

に設置された。 

独立公文書管理監

報告 

「特定秘密の指定及びその解除並びに特定行政文書ファイル等

の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関す

る報告」。運用基準Ⅴ５(1)オにおいて、独立公文書管理監は、

特定秘密の指定、その有効期間の設定及び延長並びに指定の解

除並びに特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため

独立公文書管理監及び行政機関の長がとった措置の概要を、毎

年１回、内閣総理大臣に報告することとされている。 

〔巻末 参考資料Ⅴ〕 

内閣情報調査室 内閣官房内閣情報調査室。特定秘密保護法の担当部局。特定秘

密の保護に関する行政各部の施策の統一保持上必要な企画・立

案及び総合調整に関する事務は、内閣法の規定に基づき、内閣

情報官が掌理することとなっている。 

内閣保全監視委員

会 

特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の適正を確

保するための事務の公正かつ能率的な遂行を図るため、内閣に

設置される委員会。（運用基準Ｖ１(2)） 

年次報告書 衆議院情報監視審査会規程（平成 26 年６月 13 日議決）第 22 条

第１項の規定に基づき、毎年１回、調査及び審査の経過及び結果

を記載した報告書を作成し、議長に提出することとなっている。 

歴史公文書等 歴史資料として重要な公文書その他の文書。（公文書管理法第２

条第６項） 
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